
緩和ケア外来を受診された患者さま、ご家族さまへ 

緩和ケア外来の通院および、緩和ケア病棟の入院に際しては、本日確認した事項をも

とに判定会議を行っています。判定会議は、毎週木曜日に実施しており、その結果に

ついては 1週間以内にお電話でお知らせしています。 

＜判定会議で可となった後の流れ＞ 

緩和ケア外来の通院を希望される場合は、お電話の際に次回の予約をお取りします。

緩和ケア外来は月・水・金の午後となっていますので、ご希望をお聞かせ下さい。 

入院をご希望の場合は、ベッドの空いている状況や体調等を考慮して日にちをご相談

させていただきます。また、現在入院中の場合は、病院間で転院の日程を調整致しま

す。個室（差額 11550円～）、大部屋のどちらのお部屋を希望するかご検討下さい。

（空いているベッドの状況によってはご希望に沿えない場合があります） 
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結果の連絡 

多くの場合、金曜日の午前中です

が、判定会議から 1週間以内に 

担当者より必ずご連絡いたします。 

ご不明な点・ご質問 

緩和ケアについてのご相談は 

総合相談室：043―486-8111 

までご連絡ください。 


